
 

 

保育の必要性の認定基準 

 

下記の認定基準のいずれかの項目に父母ともに（ひとり親世帯については父または母）該当すると、保育の必要性(※新２・３号認定)が認め

られ、預かり保育料補助の対象となります。 

認定基準表を確認していただき、「私立幼稚園預かり保育料補助新２・３号認定申請書」と認定要件に該当する添付書類をご提出ください。 

 

新２号認定・・・従来制度園または新制度園の園児で保育の必要が認められた、満３歳に達する日以後の最初の３月３１日を経過した子ども 

        (年少～年長クラス)。 

新３号認定・・・従来制度園または新制度園の園児で保育の必要が認められた、満３歳に達する日以後の最初の３月３１日までにある子ども。 

        であり、生活保護世帯または非課税世帯であること(満３歳児クラス)。 

 

認定基準表(８項目) 

認定要件(該当者は保護者) 提出書類 

就労 基本的に週３日以上かつ１日４時間以上の労働をしているこ

と(月４８時間以上の労働)。 

※就労している方の産休・育休中の認定有効期間は、該当する子が満

1歳を迎えた年度の翌年度の 4月 30日までです。 

企業、自治体・団体等にお勤めの方・・就労証明書(勤務先に記載を依頼) 

自営業、フリーランスの方・・・個人事業就労状況申告書（本人が記載) 

出産 出産する月をはさんで前後２ヶ月(出産月含め５ヶ月)のみ保育

の必要性が認められます。 

母子手帳の表面（母氏名の記載）と出産予定日の記載があるページの写

し等 

疾病・障害 (保護者本人) 

・入院(おおむね３カ月以上の入院が見込まれる場合) 

・居宅内(常時病臥、精神性疾患で通院加療等を行っている、通院加

疾病のかた・・・疾病内容確認書(担当医に記載を依頼)、又は病状が分かる

証明書の写し等 

障害のかた・・・心身・精神障害者手帳、愛の手帳、診断書等（写しも可） 



 

 

療を行い、かつ、安静を要する場合) 

・身体障害者手帳１級から３級、精神障害者保健福祉手帳１級から４

級、愛の手帳１度から４度までのいずれかに該当する場合。 

(３親等以内の親族の) 介護・看護 

・入院、通院、通所(３親等以内の親族の入院、通院、通所のため、

週３日以上かつ１日４時間以上保育に当たれない場合) 

・自宅介護(心身障害者手帳１級から３級、又は、精神障害者保健福

祉手帳１級から４級、又は、愛の手帳１度から４度までのいずれか、

または要支援１・２、要介護１から５に該当する３親等以内の親族を

常時介護している場合) 

・介護・看護状況申告書 

申告書に、介護・看護する方の、心身・精神障害者手帳、愛の手帳、介

護保険被保険者証（認定状況が記載されたもの）、ケアプラン、診断書の

いずれか（写しも可）も添付してください。 

 

災害復旧 火災等による家屋の損傷その他災害復旧のため現に保育

に当たれない場合 

罹災証明書 

求職 求職(起業の準備を含む)のため、昼間に外出することを常態と

している場合、申請月を含む２ヶ月間のみ保育の必要性が認められ

る。 

求職活動状況申立書(本人の記入) 

就学 不就労であるが、就学又は職業訓練のため現に保育に当たれな

い場合 

在学証明書等、学校に在籍していることが分かる資料 

その他 

・死亡、行方不明、拘禁等の状態にある場合 

・児童虐待を行っている若しくは再び行われる恐れがある場合又は配

偶者等からの暴力等により保育に当たれない場合 

・保育が必要と区が認める場合 

必要に応じた書類等 

ひとり親世帯の場合は、「ひとり親世帯の状況申告書」（申告書に添付書

類も必要）を提出することで、保護者一人分の書類で認められます。 

 


